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京都府地球温暖化対策条例第１９条の規定により提出します。

可専竃軍蕊薯ﾌﾗｰＦ藩Z輌百可ii軍壷蓬軍藥＝￣蒼爾蕊一一

該当する事業
者要件 「京都府地球温暖化対策条例施行規則第10条第１号該当事業者（大規模エネルギー使用事業者（原油に換算して1,500キロリットル以上））

r鯉ﾀﾞ蕊鯛|;ii嬢jiBN施行規鳳''第１０条鰯2号又は第３号麟当鞭業者(大規模運送聯業者(ﾄﾗｯｸ又はﾊﾞｽ100台以上/ﾀｸｼｰ150台
「京都府地球温暖化対策条例施行規則第10条第４号該当事業者（その他の温室効果ガスの大規模排出本業者（二酸化炭素に換算して3,000ト
ン以上））

平成１９年４月～平成２２年３月

電力使用趣の削減、一般廃棄物発生趣の削減、グリーン鰄入(調．）の推進、率，用紙便用量の削減、自社周辺の清掃等啓発活動基本方針

推進体制 代表取締役社長を最高費優者とする地球温暖化対活動の組織設腿と実施計画の策、例月の進捗管理システムを構築する。

年度ごとの具
体的な取組
及び措極

年度

２１ 

２１ 

２１ 

２１ 

２１ 篝篝震iii可
措壇内容

殿新式餓11Wの導入に.上りOIA収21年度は3Wb以１１'ＷＶ芯ﾉﾉをr1II減する

-.般廃奨物の分りlによりJIH味亮粟処分を5X､'1城する

グリーン凪人を尻忠しDIT勝llM1D等のエゴ製DMjⅨ人'１Kを50ＷＰする

雨勝月l紙等のｲi効利Ⅲにより絶jll料を派nV澱する

温室効果ガス
の排出量等

曰際牛皮（IFflIIUノ

（21）年度

(二院化蝿踊換ｗＩｔ））

排出区分 （18）年度

に鹸化炭恭換算（ｔ〉〕

(計画）
（船）

（21〉年度
ｎｉ化災粥換算（［））

(実績）
（船）繁

その他の地球

温暖化対策に
よる温室効果
ガスの削減戯
等

対策等の区分

自然エネルギーを利用した
電力又は熱の供給

差引排出且

(排111合,Ｉｌ－６１減等合計）

特記事項

連絡先 担当部署

担当者氏名

住所

電話番号

ファクシミリ番号

注Ｉ菰､』i･0.る□には、レ印を記入してください。特定下瑛荷以外の揃鷺石･の〃はしｌＷＭ１人『:Ｗ５要です，

２１鵬涼年度」とは３１面期111)のIYI年迩を、「月禄牢庇」とIAII『IilCⅡIllの鹸終fWniを、Ｉ鮒ｌｉＩｆ《IHlg」とは:+ihi期Wl】のうし,、午15】報りすの対象と左る《Iﾖﾉｒをいいます㈱
３「Ｉ悦災所坤排111区分」とはﾚｽ稲府内のOIF更所等のＩＦ業活動のためのエネルギーのl山１１１にfI2い槌'Ｍ－る担寂効果ガスを、「輸送１１K｢Ji排出区分ｊとは11動'1m運送事業折については他111の本拠の
位個をﾊﾟ〔ＩＨＩ府内とする]1[悶の排11Iする狙溢効果ガスを、鉄jnm塑凋については侭ｲiする1W物11〔IJLj又は旅奪ImiliのllklIl-I･るill竃効染ガスを、「その他U11fIばぅ)」とはIろ妃以外の〃(郁府IAlに鈴
ける-11Nt所惇の本業活励に伴い兜'Ｍ-ろin宝効染ガスをいいます，

４「その他の地球沮噸化対爾に.ｋる皿顎効果ガスの剛波風坪」dXK柵については、ｊ1.JI1iMIⅢＩＩ１の3MＮＷ)架３１を記入してください｡
（例）グリーン諏力の１月入によるI且寵効果ガスのlﾘﾘ減典縦が１３ｲﾘ21ビ５トンでIOrWQiIOトンの叫介、ｌ９ｌＷ唾の慨Iff緋の其織については１８ｲWHiと１９６１：度の実紙を繁』|･し１５トンと犯人

５「符記11$頓」には、ｎF成２年腿（’９９０１１ﾕ度）を蛾ilTとした排111肚の対比やエネルギーjl1tH1位CDご排IMFt・布エネ側,ｌＩｌｌＷｌ窪など他薑肴のiHFif効処ガス排lIlIMl砿への閲献、グソーン餌iiiの渓
ｉｆ1．券定フロンなどの条例桁定外の泌讃効果ガスの､'1減などを妃入してください､

(め工元ノ爪省川寸却畢

l玉BＴ（迂忌人にあっては、主たる巫鍔所の所在地）

京都市伏見区横大路菅本2番地5８

氏名（法 て

社

代表取締役蓮『


